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夏休みが終わり、例年より早く新学期が始まりました。今年 

はどのような夏休みだったでしょうか。7 月から、少年指導員 
のパトロールが本格的に始まりました。指導員の皆さんには、 
暑い中、各地区で子ども達の見守りをしていただきありがとう 
ございます。 
パトロール後の報告書を見ると、子ども達が夜遅くまで徘徊 

をしたり、トラブルに巻き込まれたりすることもなく過ごして 
いた様子がうかがえ、安心しました。日頃の学校の先生方や地 
域の方々の協力に感謝いたします。これからも、「子ども達の 
安全を守るためには、地域の大人の目が大切」ということを忘 
れずに、見守り活動を推進していきます。 

 

 

 

〈街頭指導時における青少年の行為・学識別状況〉 
        種  別 
 
区 別 

小 学 生 中 学 生 高 校 生 他 学 生 そ の 他 合 計 
合計  

男   女   男  女  男   女   男   女   男   女   男   女   

怠 学 指 導                     0 
帰 宅 指 導         1   8 16 9     17 17 34 
喫   煙                     0 
飲   酒                     0 
た  む  ろ                     0 
自転車二人乗り                     0 
自 転 車 無 灯 火             １       1  1 
そ  の  他         1          １   1 
合 計         2 0 0 8 17 9 ０  0 0 0 19 17 36 

 

〈７・8 月における１８時以降の街頭指導実施状況・不審者情報（少年センター発信）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少年指導員数・・・延べ 76 人 
パトロール回数・・9 回 
指導青少年数・・・36 人 

【久寺家中区】 
我孫子ショッピングセン

ター内でおしゃべりをしてい
た高校生に帰宅指導。 

※不審者情報なし 

【白山中区】 
我孫子駅周辺をキックボードで移動してい

た男子を注意した。八坂神社の向かい側の歩
道に自転車が停めてあり、狭くなっている。 

※不審者情報なし 

【我孫子中区】 
 特に異状はなかった。 

～不審者情報～ 
7/6 東我孫子 1 丁目・2 丁目（追いかけ） 
7/28 高野山（不審な行動） 

【湖北中区】 
 自転車無灯火の男子高校
生を注意した。 

～不審者情報～ 
8/24 南新木４丁目（不審な行動） 

【布佐中区】 
 図書館前の公園にいた高
校生とコンビニで部活帰り
の高校生に帰宅指導。おし
ゃべりをしていた女子中学
生に帰宅指導。 

※不審者情報なし 

【湖北台中区】 
 亀田谷公園で男子児
童に帰宅指導。中央公
園で女子中学生に帰宅
指導。 

～不審者情報～ 
7/28 スクランブル交差点付近 

のコンビニ（声かけ） 
8/31 中峠台（声かけ） 



 

 
９月２１日（月）から９月３０日（水）までの１０日間は、「秋の全国交

通安全運動」の期間です。決められた通学路を歩くことや、慣れない道は通
らないなど、交通安全の意識を高めていきましょう。また、秋口は日没が早
くなるため、帰宅する際は特に暗い道に注意が必要です。我孫子市少年セン
ターでは、少年指導員のパトロールや子ども見守り隊で通学路等での安全確
保に気を配っていますが、ご家庭でもお子さんと一緒に交通安全について考
える機会にしてください。 

 
 
夕暮れ時や夜間は、重大事故が多くなります。日没が早まると歩

行中・自転車乗用中の交通事故の増加が懸念されます。そこで、重
大事故の繋がらないよう、この時期に全国的な「交通安全運動」を
展開し、交通ルールの遵守や正しい交通マナーの普及・徹底を図
り、交通事故を防止していきます。 

スローガン   
 

 

(１)歩行者の交通ルール遵守の徹底 

歩行者の信号無視や道路の無理な横断によ
る交通事故が発生しています。大人が模範を
示し、日常生活の中で子ども達への交通安全
教育を行いましょう。また、通学路の見守り
や横断歩行者の保護を徹底しましょう。 

(２)自転車の安全利用の確保 

自転車で転倒した場合、多く
は頭部に傷害を負います。ま
た、加害者となった場合に高額
の賠償事例があります。引き続
き下記の「ちばサイクルール」
を守りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の全国交通安全運動  ～子どもの歩行中の事故と自転車事故を防ごう～ 

【自転車に乗る前のルール】 
①自転車保険に入ろう 
②点検整備をしよう 
③反射器材を付けよう 
④ヘルメットをかぶろう 
⑤飲酒運転はやめよう 

【自転車に乗るときのルール】 
①車道の左側を走ろう 
②歩いている人を優先しよう 
③ながら運転はやめよう 
④交差点では安全確認しよう 
⑤夕方からライトをつけよう 

（令和２年秋の全国交通安全運動千葉県実施要綱より抜粋） 

〈推進事項〉 
・この時期は、日没が早いことから、反射材は歩行者の事故を防止する重要なアイ 
テムです。活用しましょう。 

・歩行者側にも交通ルールを遵守するよう呼び掛けましょう。 
・自転車乗車用ヘルメットの着用を呼びかけましょう。 
・加害者となった場合に備え、自転車保険へ加入しましょう。 

 

「秋の全国交通安全運動」について 

歩行者の安全と自転車の安全利用の確保 

～お知らせ～ 

○１１月に予定していた、令和２年度「県下一斉広域列車パトロール」は中止となりました。 


